
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  制限納税者が負担する葬式費用 

Ｑ：私は、外国人と結婚して、外国にもう

10年居住しています。こういう状況にあるも

のは、親の葬式費用を負担しても、相続税額

を計算する場合には控除してもらえないとか。

どのようになっているのですか？  

 

Ａ：制限納税義務者は、葬式費用を債務控

除することができないこととなっています。 

【解説】 

相続税法では、相続人が無制限納税義務者

(国内に住所を有する者及び制限納税義務者

以外)か制限納税義務者(相続開始前５年以内

に国内に住所を有していない者)によって、債

務控除できる範囲が次のように定められてい

ます。 

 ［無制限納税義務者］ 

① 被相続人の債務で相続開始の際、現に存す

るもの(公租公課を含む) 

② 被相続人に係る葬式費用 

［制限納税義務者］ 

① その財産に係る公租公課 

② その財産を目的とする留置権、特別の先取

特権、質権又は抵当権で担保される債務 

③ その財産の取得、維持又は管理のために生

じた債務 

④ 被相続人が日本に有していた営業所又は

事業所に係る営業上又は事業上の債務 

したがって、相続人が、制限納税義務者で

ある場合には、葬式費用を負担したとしても、

債務控除することは認められないこととなり

ます。  

Ｒ Ｅ Ｄ Ａ Ｓ   Ａ
リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ

 

１９９４年 １月 ６日 創 刊 ・毎 日 発 行  

リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ Ｆ Ａ Ｘ ニ ュ ー ス  

（２００８年）平成２０年  金曜日  月６  １ 日  ３

発行所 株式会社 
大阪市中央区備後町２－４－６ 
編集発行人：税理士 三輪 厚二  

Tel  ：06-6209-7678

Fax ：06-6209-8145ＦＰシミュレション― 

第 

 

3 5 3 6  

 

号 


